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名簿の提出について（依頼）

来る1 1月14日及び15日，大嘗宮の儀を別紙次第のとおり行われま

すので，お知らせします。

なお，本儀の参列者の範囲は， 下記のとおりとなっておりますので， そ

の名簿（別紙様式） 1通をlO月9日までに送付願います。

記

最高裁判所長官，最高裁判所判事（長官代行）及び元最高裁判所長官
並びに以上の者の配偶者

最高裁判所判事（前項に掲げるものを除く。 ）及び商等裁判所長官

最高裁判所事務総長

各界の代表1人

縦､
U,~4

夛万ｱ軍



大嘗宮の儀

1 1月14日午前9時，大嘗宮を装飾する。

午後5時，参列の諸員が休所に参集する。

次に皇嗣，皇嗣妃，親王，親王妃， 内親王及び女王が皇族休所に参集さ

れる。

時刻，天皇が御休所にお着きになる。

蹄刻，皇后が御休所にお着きになる｡ ‘

次に衛門20人が南北（左右各3人）及び東西（左右各2人）各神門の

所定の位置に着く。

次に威儀の者左右各6人が南神門から参入し，所定の位置に着く。

次に悠紀主基両殿の神座を奉安する（掌典長が掌典次長，掌典及び掌典

補を率いて奉仕する。 ） 。

次に総服，健服を各殿の神座に置く （掌典長が奉仕する。 ） 。

次に各殿に斎火の灯瞭を点す（掌典が掌典補を率いて奉仕する。 ） 。

この時，庭煉を焼く。

悠紀殿供鰹の儀

時刻，天皇が廻立殿にお入りになる。

次に小忌御湯を供する （侍従が奉仕する。 ） 。

次に御祭服を供する（侍従が奉仕する。 ） 。

次に御手水を供する（侍従が奉仕する。 ） 。

次に御笏を供する（侍従が奉仕する。 ） 。

時刻，皇后が廻立殿にお入りになる。

次に御服を供する（女官が奉仕する。 ） 。

次に御手水を供する（女官ｶﾐ奉仕する。 ） 。

次に御檜扇を供する （女官が奉仕する。 ） 。

畔刻，式部官が前導して諸員が参進し，南神門外の'|唾舎に着床する。

次に膳屋に稻舂歌を発し（楽師が奉仕する。 ） ，稻春を行い（采女が奉

仕する。 ） ，神撰を調理する（掌典が掌典補を率いて奉仕する。 ） 。

次に本殿南庭の帳殿に庭積の机代物を置く （掌典が掌典補を率いて奉仕

する。 ） 。

次に掌典長が本殿に参進し,祝詞を奏する。

次に天皇が本殿にお進みになる。

式部官長及び宮内庁長官が前行し（侍従左右各1人が脂燭を執

る。 ） ，御前侍従が剣璽を奉じ，御後侍従が御菅蓋を捧持し，御綱を



張り，侍従長，侍従が随従し，皇嗣及び親王が供奉され，大礼副委員

長1人が随従する。

この時，掌典長が本殿南階の下に候し，式部官左右各1人が脂燭を

執って南階の下に立つ。

次に侍従が剣璽を奉じて南階を昇り，外陣の幌内に参進し，剣璽を案上

に奉安し，西面の幌外に退下し，賛子に侯する。

午後6時30分，天皇が外陣の御座にお着きになり，侍従長及び掌典長

が南階を昇り，賛子に候する。

この時，本殿南庭の小忌のII屋舎に皇嗣及び親王が着床され，宮内庁

長官以下の前行，随従の諸員が着床する。

次に皇后が本殿南庭の帳殿にお進みになる。

式部副長及び侍従次長が前行し（侍従左右各1人が脂燭を執る。 ） ，

女官長及び女官が随従し，皇嗣妃，親王妃，内親王及び女王が供奉さ

れ，大礼副委員長1人が随従する。

次に皇后が帳殿の御座にお着きになり，女官長及び女官が殿外に候する。

この時，殿外の小忌の'腫舎に皇嗣妃，親王妃，内親王及び女王が着

床され，侍従次長以下の前行， ｜随従の諸員が着床する。

次に式部官が楽師を率いて本殿南庭の所定の位置に着く。

次に国栖の古風を奏する。

次に悠紀地方の風俗歌を奏する。

次に皇后が御拝礼になる。

次に皇嗣，皇嗣妃，親王,親王妃， 内親王及び女王が拝礼される。

次に諸員が拝礼する。

次に皇后が廻立殿にお帰りになる。

前行，供奉及び随従はお出ましのときと同じである。

次に本殿南庭の回廊に神撰を行立する。

掌典補左右各1人が脂燭を執り，掌典1人が削木を執る。

掌典1人が海老鰭盟槽を執り，同1人が多志良加を執る。

陪膳の采女1人が御刀子筥を執り，後取の采女1人が御巾子筥を執

る･

采女1人が神食薦を執り， 同1人が御食薦を執る。

采女1人が御箸筥を執り， 同1人が御枚手筥を執る。

采女1人が御飯筥を執り， 同1人が鮮物筥を執る。

采女1人が干物筥を執り， 同1人が御菓子筥を執る。

掌典1人が蚫汁演を執り， 同1人が海藻汁演を執る。

掌典補2人が空讓を執り， 同2人が御葵八足机を界く°

掌典補2人が御酒八足机を界き， ｜司2人が御粥八足机を界き， ｜司2

'
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人が御直会八足机を界く。

次に削木を執る掌典が本殿南階の下に立って瞥繩をとなえる。

この時，神楽歌を奏する。

次に天皇が内陣の御座にお着きになり，侍従長及び掌典長が外|嘩の幌内

に参入し，奉侍する。

次に御手水を供する（陪膳の采女が奉仕する。 ） 。

次に神餓を御親供になる。

次に御拝礼の上，御告文をお奏しになる。

次#こ御直会

次に神餓を撤~Iぐする （陪膳の采女が奉仕する。 ） 。

次に御手水を供する （陪膳の采女が奉仕する。 ） 。

次に神撰を膳舎に退下する。

その儀は，行立のときと同じである。

次に廻立殿にお帰りになる。

前行，供奉及び随従はjお出ましのときと同じである。

次に各退出する。

参列の範囲は，次のとおりとする。

内閣総理大|童,元内閣総理大臣及び副総理並びに以上の者の配偶者

国務大臣及び副大臣

内閣法制局長官及び内閣官房副長官

検査官，人事官，公正取引委員会委員長，原子力規制委員会委員長，検

事総長，次長検事，検事長

衆議院の議長，元議長，副議長並びに以上の者の配偶者，常任委員長

特別委員長，憲法審査会会長，情報監視審査会会長及び政治倫理審査会会

長 ′

衆議院の議員40人（特記した議員及び剛大麗である議員を除く。 ）及

び事務総長

参議院の議長，元議長，副議長並びに以上の者の配偶者，常任委員長，
総別委員長，調査会長，憲法審査会会長，情報監視審査会会長及び政治倫

理審査会会長

参議院の議員21人（特記した議員及び副大臣である議員を除く。 ）及

び蕊務総長

国立国会翻書館長

最高裁判所長官，元最高裁判所長官及び最高裁判所判事（長官代行）並

びに以上の者の配偶者，最高裁判所判事，潟等裁判所長官及び最高裁判所

寵務総長

･各省庁の事務次官等で宮内庁長官が指定する者



都道府県の知事及び議会議長

市及び町村の長及び議会議長の代表

栃木県及び京都府の農業協|司組合中央会会長

栃木県及び京都府の斎|鰯の大I封主及びその配偶者

各界の代表

その他別に定める者

○

服装天皇：御祭服

皇后：白色帛御玉衣・同御唐衣・同御裳

皇嗣及び親王：束帯（帯剣） ・小忌衣

皇嗣妃，親王妃， 内親王及び女王：五衣・唐衣。裳・小忌衣

宮内庁長官，侍従長，侍従次長，侍従，式部官長，式部副長，

式部官，大礼副委員長，掌典長,掌典次長，掌典，掌典補，楽長

及び楽師：束帯・小忌衣

女官長及び女官：五衣・唐衣・裳・小忌衣，荏袴・小忌衣

采女：白色宗遥衣・唐衣・紅切袴・青摺繩

威儀の者及び衛門：束帯（帯剣） ・小忌衣

．参列の諸員

男子： モーニングコート，紋付羽織袴

女子： ロングドレス＜ローブモンタント） ，デイドレス，

白襟紋付

外套着用可
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式部副長侍従次長 侍従(脂燭） 皇后女官(御裾） 女官長

皇嗣妃親王妃内親王女王大礼副委員長 ’

主基殿供撰の儀

悠紀殿供鱗の儀に倣う (11月15日午前○時30分天皇主基殿外陣御

着） 。
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（公印省略）

名簿の提出について（依頼）

来る1 1月1 6日及び18日， 大難の儲を別紙次第のとおり行われます

ので，お知らせします。

なお，本儀の参列者の範囲（大嘗宮の儀に同じ）は， 下記のとおりとな

っておりますので， その名簿（別紙様式） 1通を1. 0月9日までに送付願
います。

記◆

1 1月16日 大饗の儀（第1同）

最高裁判所長官，最高裁判所判事（長官代行）及び元最高裁判所長官

並びに以上の者の配偶者

最高裁判所判事（前項に掲げるものを除く。 ）

最高裁判所事務総長

1 1月18日 大饗の儀（第2属）

高等裁判所長官

各界の代表1人

謹型園』
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大饗の儀（第1圏）

1. I月l. 6日午前8時，豊明殿を装飾する。

午前11時40分，参列の諸員が休所に参集する。

午前] 1時45分，皇嗣，皇嗣妃，親王，親王妃， 内親王及び女王が皇

族休所に参集される。

次に参列の諸員が豊明殿に入る。

式部官が誘導する。

正午，天皇が豊明殿にお出ましになる。 ．

式部官長及び宮内庁長官が前行し，侍従がそれぞれ剣及び璽を捧持

し，皇嗣及び親王が供奉され，侍従長，侍従及び大礼副委員長が随従

する。

次に皇后が豊明殿にお出ましになる。

式部副長及び侍従次長が前行し，皇嗣妃，親王妃, 内親王及び女王

が供奉され，女官長，女官及び大礼副委員長が|麺従する。

次に天皇が御座にお着きになり，侍従がそれぞれ剣及び蕊を案上に置く。

次に皇后が御座にお着きになる。

次に天皇のお言葉がある。

次に代表者が奉答する。

次に天皇，皇后に白酒黒酒を供する。

次に諸員に白酒黒酒を賜る。

次に式部官長が悠紀主基両地方の献物の色潟を申し上げる。

この時，両地方の献物を排列する。

次に天皇，皇后に御膳及び御酒を供する。

次に諸員に膳及び酒を賜る。

次に久米舞を葵する。

次に天皇，皇后に御穀物を再び供する。

次に諸員に椴物を再び賜る。

次に悠紀主基両地方の風俗舞を奏する・

次に大歌及び五節舞を奏する｡

次に天皇，皇后に挿華を供する。

次に諸員に挿華を賜る。

次に天皇，皇后が御退出になる。

前行，供奉及び随従はお出まL,のときと同じである。

次に諸員が退出する。

（



○

参列の範囲は，次のとおりとする。 ‘

内閣総理大臣，元内閣総理大臣及び副総理並びに以上の者の配偶者

国務大臣及び副大臣

衆議院の議長，元議長，副議長並びに以上の者の配偶者，常任委員長，

特別委員長，憲法審査会会長，情報監視審査会会長及び政治倫理審査会会

長

衆議院の議員40人（特記した議員及び副大臣である議員を除く。 ）及

び事務総長

参議院の議長，元議長，副議長並びに以上の者の配偶者，常任委員長，

特別委員長，調査会長，憲法審査会会長，情報監視審査会会長及び政治倫

理審査会会長

参議院の議員21人（特記した議員及び副大臣である識員を除く。 ）及

び事務総長

最高裁判所長官，元最高裁判所長官及び最高裁判所判事（長官代行）並

びに以上の者の配偶者，最高裁判所判事及び蛎務総長

内閣官房副長官（政務）

国立国会図善館長

東京都，栃木県及び京都府の知事及び議会議長

栃木県及び京都府の農業協同組合中央会会長

栃木県及び京都府の斎田の大田主及びその配偶者

その他別に定める者

○

服装

男子：モーニングコート，紋付羽織袴

女子：ロングFレス（ローブモンタント） ，デイドレス， 白襟紋付

○

お列

式部官長宮内庁長官侍従(剣） 天皇侍従(璽） 皇嗣親王

侍従長侍従大礼副委員長

式部副長侍従次長皇后皇嗣妃親王妃内親王女王

女官長女官大礼副委員長



大饗の儀（第2臼）

1 1月1S日午前8時，豊明殿を装飾する。

午前11時40分，参列の諸員が春秋の間に参集する。

午前I I時45分，皇嗣，皇嗣妃，親王，親王妃， 内親王及び女王が皇

族休所に参集される。

次に参列の諸員が些明殿に入る。

式部宮が誘導す'る。

正午，天皇が豊明殿にお出ましになる。

式部官長及び宮内庁長官が前行し，侍従がそれぞれ剣及び璽を捧持

し，皇嗣及び親王が供奉され，侍従長，侍従及び大礼扇ﾘ委員長が随従

する。

次に皇后が豊明殿にお出ましになる。

式部副長及び侍従次長が前行し， 皇嗣妃，親王妃， 内親王及び女王

が供奉され，女官長，女官及び大礼副委員長が随従する。

次に天皇が御座にお着きになり，侍従がそれぞれ剣及び璽を案上に置く。

次に皇后が御座にお着きになる。

次に天皇のお言葉がある。

次に代表者が奉答する。

次に天皇，皇后に白酒黒酒を供する。

次に諸員に白酒黒酒を賜る。

次に式部官長が悠紀主基両地方の献物の色目を申し上げる。

この時，両地方の献物を排参りする。

次に天皇，皇后に御膳及び御酒を供する。

次に諸員に膳及び酒を賜る。

次に久米舞を奏する。

次に天皇，皇后に御殺物を再び供する。

次に諸員に識物を再び賜る。

次に悠紀主基両地方の風俗舞を奏する。

次に大歌及び五節舞を奏する。

次に天皇，皇后に挿華を供する。

次に諸員に挿華を賜る。

次に天皇，皇后が御退出になる。

前行，供奉及び随従はお出ましのときと同じである。

次に諸員が退出する。



○

参列の範囲は，次のとおりとする。

内閣法制局長官及び内閣官房副長官（事務） ・

検査官，人事官，公正取引委員会委員長，原子･力規制委員会委員長，検

事総長，次長検事，検事長及び高等裁判所長官

各省庁の事務次官等で宮内庁長官が指定する者

都道府県の知事及び議会議長（大饗の儀（第一日）に招待された者を除

く。 ）

市及び町村の長及び議会議長の代表

各界の代表

その他別に定める者

○

服装

男子：モーニングコーi､，紋付羽織袴

女子：ロングドレス（ローブモンタント），デイIミレス， 白襟紋付

O

お列

式部官長宮内庁長官侍従(剣） 天皇侍従(蕊） 皇嗣親王

侍従長侍従大礼副委員長

式部副長侍従次長皇后皇嗣妃親王妃内親王女王

女官長女官大礼副委員長
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※配偶者の有無は「有資格者」 のみ記載願います。

本人
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０



大嘗宮の儀（11月14日及び15日）の概要

午後5時まで 宮殿(休所)に参集

午後5時10分頃から 大嘗宮へ移動（バス）

（悠紀殿供撰の儀：所要約3時間）

午後9時過ぎ 天皇陛下御退出

午後9時15分頃から 大嘗宮から移動（バス）

(宮殿にて賜餓）

（主基殿供撰の儀移動時刻まで待機）

午後11時10分頃から 大嘗宮へ移動（バス〉

（主基殿供饒の儀：所要約3時間）

午前3時過ぎ 天皇陛下御退出

午前3時15分頃から 大嘗宮から移動（バス）

（宮殿にて賜饒）

午前4時30分頃，退出

I

『

服装

男子

女子

モーニングコート，紋付羽織袴

ロングFレス（ローブモンタント） ，デイFレス，

白襟紋付

外套着用可



留意事項

。大嘗宮の儀は，悠紀殿供饒の儀及び主基殿供饒の儀の両方に原則御出席

いただくことになっております。大嘗宮の儀概要のとおり，儀式が深夜長

時間にわたりますが，参列者にあっては，趣旨をご理解のうえ，御参列い

ただきますようお願いいたします。

‘野外における夜間の御参列でありの御参列であり，時節柄冷え込むおそれがありま‐

膝掛け等を御持参になっても差し支えありません。

ますの

卜の着用で， 二1－



大饗の儀(11月16日または18日 ：正午）

時刻 宮殿に参集
(大饗の儀開始2.O分前までに参集）

時刻 豊明殿に入室

（大饗の儀：所要1時間30分程度）

時刻 退出

服装

男子

女子

モーニングコート，紋付羽織袴

ロングドレス（ローブモンタント），デイ液レス， 白襟紋付
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;.誤､ぷず談名簿の提出について

(10月4日付け宮内式発第445号に対する回答）

〆大嘗宮の儀の参列者の名簿を別添のとおり送付します。



【機密性2】

大 嘗宮 の 儀

最高裁判所

、

一

肩 書き 氏 名 生年月日
※配偶者
の有無

ｇ
毎

●

最高裁判所長官

最高裁判所判事

同

D p

同

同

同

同

洞

同

同

同

同

同

同

同

0

大谷直人

池上政幸

小池 裕

木澤克之

菅野博之

山口 厚

戸倉三郎

林 景一

宮崎裕子

深山卓也

三浦 守

草野耕一

宇賀克也

林 道晴

岡村和美

昭和27. 6. 23

昭和26． 8

昭和26． 7

29

3

昭和26． 8． 27

昭和27． 7. 3

昭和28． 11． 6

昭和29． 8． 11

昭和26． 2． 8

昭和26． 7

昭和29． 9

昭和31

昭和30

●

9

2

10. 23

3． 22

昭和S0. 7． 21
■

沼和S2｡ 8｡ 31

沼和32 12． 23



高等裁判所長官 I今崎幸彦I昭和32"11. 10這彦IM召芯蛸菰

安浪亮介I昭和32. 4. 19焔赤［焔赤［同

同 綿引万里子I昭和SO. 5. 2j召ホロ3〔j召ホロ3〔

同 大門 匡I昭和30.10. 19昭和30.10. 19昭和30． 10． 19

同 小林昭彦I昭和SO. 2. . 5毒f昭非p3C昭非p3C

秋吉淳一郎I昭和30． 9． 19沼オロ30. 9. 19沼オロ30． 9． 19同

同 植村 稔I昭和30. 7. 20淵オロ30淵オロ30

同 秋葉康弘l昭和30.10, 12焔ｽ掴30. 1C焔ｽ掴30． 1C

最高裁判所事務総長I中村 愼l昭和36． 9． 12j召札j召札

元最高裁判所長官I草場良八I大正14． 11． 16

好 達. l昭和2. 10. 31j召芯j召芯同
一
一
一

同 山口 繁I昭和7． 11． 4焔札焔札

同 島田仁郎I昭和13． 11． 22焔亦［焔亦［

同 竹崎博允I昭和19． 7， 8昭和19昭和19

寺田逸郎l昭和23． 1. 9得亦［得亦［同

日本澗停協会連合会理事長I土屋文男I昭和27． 7． 26

本人

配偶者 誰計■≦
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【機密性2】
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ﾒｮ ｡灘・〆瀧簿の提出について

| (1o月4日付け宮内式発第446号に対する回答）

〆大饗の儀の参列者の名簿を別添のとおり送付します。



【機密性2】
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大 饗 の 儀

最高裁判所

’
一全

肩 書き 氏 名 生年月 日
※配偶者
の有無

最高裁判所長官

最高裁判所判事
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同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

●■
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甲 6

大谷直人

池上政幸

小池 裕

木澤克之

菅野博之

山ロ 厚

戸倉三郎

林 景一

宮崎裕子

深山卓也

三浦 守

草野耕一

字賀克也

林 道晴

岡村和美

昭和2‘7． 6. 23

昭和26． 8． 29

昭和26． 7． 3

昭和26. S、 27

昭和27. 7. S

昭和28 11． 6

昭和29. 8. 11

昭和2．6． 2 争 も 8

昭和26． 7． 9

昭和29． 9． 2

昭和31. 10. 23

昭和SO. 3. 22

昭和30. 7 21

昭和32. 8． 31

昭和32． 12． 23



高等裁判所長官 I今崎幸彦I昭和32. 11. 10

安浪亮介i昭和32． 4． 19同

綿引万里子I昭和SO. 5． 2同 ー

大門 匡I昭和SO. 10. 19同

小林昭彦I昭和30. 2. 5同

秋吉淳一郎I昭和SO. 9. 1g同

植村 稔I昭和SO. 7. 20同

秋葉康弘｜昭和SO. 10. 12同

最高裁判所事務総長I中村 愼I昭和36. 9. 12

元最高裁判所長官｜草場良八I大正14． 11． 16

好 達l昭和2. 10. 31同 三

山口 繁I昭和7． 11． 4同

島田仁郎I昭和13． 11． 22同

竹崎博允I昭和19， 7． 8同

寺田逸郎I昭和23● 1． 9同

日本調停協会連合会理郡長I土屋文男I昭和27． 7． 26

本人
夕

配偶者

31名

■名
梱名
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称|名称(/｣名称(小分類）

秘密区分

秘密期間終了日’
取
扱
区
分

博|麓難付け 〃け，

保|行政文書保存期間5年
存|保存期間満了時期! 令和7年3月31日

●瀞蓮聯”
壁参事官

耐“主'●
課長ネ

℃01

指定事由

ひ
秘書課

決
裁
口

供

覧､

欄

最渇栽謀議‐ 篭
發
蘓
″

慮
瀞
１

諺
参

■
ベ
偶
可
仮
ｚ

一

匹
も

毎
号
可
ｊ

Ｄ
Ｄ
９
汀
■
し

毎
郎
〉
》

》
ハ
ノ
ン

シ
隆
哲
〃

備
考
欄

1／1



宮内式発第497号

令和元年10月21H

最高裁判所事務総局秘書課 御中

宮内庁式部職

（ 公印省略 ）

案内状の送付について

来る1 1月14日及び15日の大嘗宮の儀の案内状31通を送イ

で，それぞれ配布方よ，ろしくお取り計らい願います。

なお，資格に変更があった場合は，その旨当職へ通知願います。

1通を送付しますの



■

｜
’

|起栗日 ｜令和1年10月2旧 ｜ ｜受付日 I含非ﾛ1年10眉

1／1

件
名

案内状の送付について 文書幕§号

最高裁秘書第5201号

伺
い
文

毛 ｡

部署

起案者

最高裁判所最高裁判所
事務総局秘書課秘書課庶
務第一係

池島憲号
矛
一

決
裁
一

●●

筋鐵処理期 堤 臼

決裁日

施行処理期限臼
1

1 1回行臼

連絡先

大分類

中分嬰 ヨ

名』
リ
リ ;(小分類）

秘密区分

■
■
（ 燕務第一）庶 篝（喜 専務）

交閥
箕
侭

宮内 丁12 雪係（平成31年度）

施
行
施行先

施行者

取扱上の注意

秘密期間終了日

指定事由

格
付
け
一
保
存

機密性格付け

取扱制限

行政文書保存期間

保存期間満了時期

2 〆

5年

令和7年3月31日

決
裁
・
供
覧
澗

秘

ト ．

参事官 庶務第一係 庶務第一係
01 02

ヘL
◆

、

.､o、

、、、
砧、
蛤

Q、
庶務主任

上

や巳

、．

.､遥一
■
ｰ

｡

、、
、･・
や ■

グー町
｡

～

■、

課長補佐
01

｡｡、0

､

、．

、｡□■
G

具

、．

△今①

●●■凸｡■

凸●◆P
■P

G UP●
、。

■ ①

q●

■●

｡■

、

円

、◆

､◆①｡
■C

e、■｡、
の

再一

やpや七・
口

●毎今p
■●

、

●｡、

●①～0←
垂

● ･号

、
●

、．、今

ecCF■c
◆◆いむ

由｡

、､完
b●
、

、、
｡

｡、､
巳●●■

■｡

■毎◆
b■

①｡b寺凸、■●
●~の■｡

，Ⅱ■
■

●

、
ジ■
、

‐

今､■

6･も｡ ･、缶■
p◆◆●

寺●

■

も ■

備
考
欄

曰

飯縁鐵騨‘蓋毒す”‘号､‘=将僚誕



宮内式発第498号
旬

令和元年10月21B

最高裁判所事務総局秘書課 御中

宮内庁式部職

（ 公印省略 ）

案内状の送付について

来る1 1月15日及び､18日お催しの大饗の儀の案内状31通う

すので， それぞれ配布方よろしくお取り計らい願います｡

なお， 資格に変更があった場合は，その旨当職へ通知願います。

1通を送付しま



● P

ﾄ
ﾄ

ﾄ

1／1

件
名

大雪宮の儀及び大饗の儀元最高裁長官宛ぎて案内状送付書 文書番号

最高裁秘書第5212号

伺
い
文

別添のとおり送付してよろしいか。

q

ゆ

起
案
一
分
類
名
称
一
取
扱
区
分

起案日 令和1年10月23日

部署

最高裁判所最高裁判所
事務総局秘書課秘書課庶
務第一係
一

起案者 池島憲’■■
連絡先 ■■

ー

大分類 (照擁苓一）庶毒（鬘葺務）

便コ分類 交際

名称(小分類） 宮内庁関係（平成31年度）

秘密区分

秘密期間終了日

指定事由

｜
決
裁
一
．
施
行
一
格
付
け
一
保
存

受付臼

決裁処理期限日

決裁日

施行処理期 堤日

施行日

施行先

施行者

取扱上の注意

機密性格付け

取扱制限

行政文書保存期間

保存期間満了時期

R! (O 《

← .

2（〕

γ
忠
》

ｈ
ニ

ハ
即
ソ

Ｉ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
巳
吐
”
凸
■
二
ｅ
ｂ
９

酔
蔑

元最高裁長官

池島憲子

2

5年

令和7年3月3旧

決
裁
・
供
覧
柵

秘書 靴参事

§し庶務

課長
01
補

庶務第一係 庶務第一係
01 02

、、
｡◆

、
‘、、

、
■

｡U
9

勺■｡Lも

｡ ｡

令

備
考
欄

● ､

◆6

デ



令和元年10月25日

(別紙の者） 殿

最高裁判所事務総局秘書課長大須賀寛之 一

拝啓時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

さて， 11月14日 （木）及び15日 （金）に宮中において挙行される大嘗宮の

儀並びに同月16日 （土）に宮中において挙行される大饗の儀の御案内状が届き

ましたので，お送りいたします。出欠につきまして同封の葉書にてIO月31日

（木）までに御回答いただくほか， 当課にも御連絡いただければと存じます。

おって，御出席される際には，車の手配をいたしますので，後日改めて御連絡さ

せていただきますも 敬具



ノ

(溌紙）

草場
三 ﾞ

三好

山 ロ

島田
■
｡ ■

竹崎

寺田

良 八

達
繁
郎
允
郎

仁
博
逸

1

》

、

；

k ノ



等裁判所長官上京 日程
自
同

用務 大嘗宮の儀（11． 14 （木）～15 （金） ） ・大饗の儀（11． 18 （月） ）

’

庁名 滞在中の配車計画

大阪

(安浪）

11/14 （木）～11/15 （金）

15:25酢 －＞

4:30頃皇居正門発

I■■ ■■■■■■ ー

16:15皇居正門着

一〉 5:15頃酢 (以後配車不要）

■■■■■■■■ I■■■■■ 1■■ q■■■■■ｰ■■■■■■■■－ー■■■■■■ー■■■■■■ーq■■■■■＝一ーI■■■■■■I■ ■■■■■■ｰ■■■■ﾛ■■ I■■一■■一■■■■■l■■■ ■I■ Q■■■■■ーI■■■■■ー－－■■■■■■■－－■■■■■■■■■

11/18

10:15

(月）

酢 →11:00皇居正門着
13:40頃皇居正門発 一今 14:25頃 ■■着（以後配車不要）

名古屋

(綿引）

11/14 （木）～11/15（金）

11/1415:10一
11/154:30頃～皇居発

(以後配車不要）

→

→

15:4O皇居着

5:00頃～酢
ー■■■■■■ー一■■■■■■■● l■■■■■■ﾛ■■■■ーー■■■■■■ ■■、ー■■一一■■■■■■■■ ■■■■■■■■一■■ q■■■■■ I■■－1■■ q■■■■■■ｰ■■■■■■■ I■■一I■■ ■■■■■■■■■一■■、 q■■■■■■■ ■■■■■■■■ q■■

11/18 （月）

10:30ｰ →11:00皇居着

13:40頃～皇居発

(以後配車不要）

→ 14:10頃～■■■着
● C の

広島

(大門）

11/14（木）

14:10

15:30

～ 11/15 （金）

一(■■■■･秘書官同乗） →14:25

(秘書官同乗)→15:45皇居参入

4:30頃皇居発→6:00■■■着※以降配車不要
'■■ー■■ ■■■■■■■■ー’■■ g■■■■■‐一一■■■■■■■■一●ﾛ■■■■■■■ーq■■■■■ｰ■■■■■■■－1■■■■■ ’■■一一一二＝ ■'■■■■■－－－－1■■一三一’■■ ‐一■ 三 ■■ ！ ■ ■■ ， ■ ■■

6

11/18 （月）

9:50■■F発→11:20皇居参入

｡

13:40頃皇居発→15:10頃■■■着※以降配車不要

福岡

(小林）

11/14 （木）

13：15 (秘書官同乗） → 14:15酢

、
。

15:30砂(秘書官同乗） →】6:00皇居着※秘書官は退出･待機場所へ
※適宜待機場所発（秘書官） →20:30皇居着

22:00頃退出（秘書官同乗) →22:30

(以降配車不要）

11/15 （金）

9:40

■■

酢(秘書官同乗）
(以降配車不要）

ー

→10:40

酢

●

■■■■■■■■ー■■■■■■■ー。■■■■■■■ g■■■■■ー－ｰ■■■■■■■■■■■■■■■■ Q■■■■■＝■■■I■■■■■一■■一■■ q■■■■■ l■■■■■■■■ 1 ■■■■■■ I■■一1■■ 1 pーﾛ ﾛｰﾛ I ■■■ ' ■■q l l■■ ■ 1－

11/18

10:20

(月）

■■■■発(秘書官同乗） → 11:2O皇居着
ひ

14:00皇居発（秘書官同乗）

(以降配車不要）

→ 15:00



庁名 滞･在 に 。 の配
－

E
一

一ニ

ヨ ＝
一ロ 画 ’

仙台

(秋吉）

11/14 （木）～11/15 （金）

15:20

‐ 6

■発 →16:0O皇居着
◆ ▽ ロ

琴4:30皇居発→5:00 ■■着

一 二 二 ■■ ■ ’■■ ■－4 ､ーq j ■■ □ l ■■ ■ lー■ 1 ■■■■■■■■■ー－ーI■■■■■■■■■■■■■ー一一一■■ー■■ q■■■■■■■■■■■■■■l■■■■■■■ｰ一一一■■ー■■ q■■■■■ー1■■

11/18 （月）

10:30 ■発 →11:10皇居着
13:40皇居発→14:20酢

d● 令

｡ ■ ら

札幌

(植村）

11/14 （木）～11/15 （金）

11/14 14:30 酢 (ハイヤー等）→ 16:0O皇居正門着

11/15 4:30頃皇居正門発（ハイ,ヤー等）→ 5:30

ー一■■－1■■－1■■

11/18 （月）

9:30

。
－

■■着

■■一■■ ■■■■■■ー－1■■－ｰ■■■■■■■■一■■一｛■■一ーー■■■■■■■■■■ q■■■■■■■ 。■■■■■■■ ■■■■■■ーq■■■■■－－ー一ー

■■発（ハイヤー等） → l1:00皇居正門着

13:40頃皇居正門発（ハイヤー等） → 14:40酢

■■■■■■ I■■ ■■■■■■ I■■ ロ■■

高松

(秋葉）

11/14 （木）～11/15 （金）

14:50■■■■■■■■■発（ハイヤー）→16:00皇居参入

4:3O皇居退出(ハイヤー）→5:15■■■■■■■■■■着

(以降配車不要）
I■■ ■■■■■■■ ■I■ 一一 ー－ｰ■■■■■■ーq■■■■■■■ q■■■■■ I■■ q■■■■■■■’一■■■■■■■■I■ー－1■■一ー一■■一■ﾛ■一■Ⅱ■一■■一■I■■■■■■■ローー‐－1■■一－－ｰ一一4■■

11/18 （月）

入
着

参

一

居皇００１１↓ｊ－
ｎ
〉

ヤ
乳
イ
ｕ
ハ
↓

く

１

発
一
ヤ

ー０
０
０
４

０
３
１
１

(以降配車不要）



株式会社日の丸リムジン御中

最高裁判所事務総局秘書課庶務第一係（担当：池島）

次のとおり，ハイヤー利用を発注します。

11月121凱までに，利用車種等を御連絡ください。

利用日令和元年11月14日 （木）～15日 （金）

番号 利用予定時間 経路等

】

●

15:00 別紙1 (No. 1)のとおり

2 12:40 別紙1 (No.2)の山おり
、

3 12:00 別紙1 (No.3)のとおり

4 9:20 別紙1 (No.4)のとおり
● －

ー

0 16： 10 別紙1 (No.5)のとおり

七 色

6 15:30 別紙1 (N0． 6）のとおり

【
す
●
■
■ 14:50 別紙1 (No.7)のとおり

8 16:15 別紙1 (N0． 8）のとおり

9 8:00 別紙1 (No.9)のとおり

10 15:00

巳

別紙1 (No. 10)のとおり

ll 18:00

旬

別紙1 (No. 11)のとおり
、

12 15:30 別紙1 (No.12)のとおり



(別紙1）

No. 1

ふりがな

利 1W"

みよし とおる

三好 達

◆ 4

配鑪経路等

① ■■■■■■■■■■■
－－今

【15:45発】 ※別添2
皇居【16:30着】 （正門～南東寄～坂下門） ※別添1

②皇居 【2:30参入， 4:30発】 （正門～宮殿東庭（待機）～南車寄～正門）
→ ■■■【5:15頃着】

“
二
■

その他擶
一

不

1 利用者の乗車時に自動車標識2種類(①赤色，②回送）を受け取り，必す
前面ガラス（助手席側上部）にお付けください．

哉
一

2 皇屠参入時は，二重橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してください。
3 皇屑内での通行は，皇宮護衛官の指示に従ってください．

恥 2

ふりがな

利用毒

やまぐち しげる

山口 繁

配蝋経路等

■■■■■■■■■■■■
→

→

皇居【16:30着, 22:30発】
【14:50発】 ※別添3

(正門～南車寄～宮殿東庭（待機）～車寄～正門） ※別添1

■■■【0:10頃着】 q

その他指
｡ 一

ホ

1 利用者の乗車時に自動車標識（赤色）を受け取り，必ず前面ガラス（助

２
３

手席側上部）
皇居参入時は，二重橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してください、
皇居内での通行は，皇宮護衛宮の指示に従ってください。 ．

No. 3

ふりがな

利用者

しまだ にろう

島田仁郎

配車経路等

①■■■■■■■■■■■■■■■【'5:00発】 ※別添4
→ 皇居【16:30着】 （正門～南蛎寄～坂下門） ※別添1

②皇居【20:30参入， 22:30発】 （正門～宮殿東庭（待機）～車寄～正門）
－→ ■■【0:00頃着】

その他指
◆ｰ。一

汀く

1 利用者の乗車時に自動車標識2種類（①赤色,②回送）を受け取り,必ず
前面ガラス（助手席側上部）にお付けください。
2皇居参入時は，二重橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してください。
3塁居内での通行は，皇宮護衛官の指示に従ってください。



たけさきひろのぶ

竹崎博允

ふりがな

利用者

No 4

①| | [16:20発】
→皇居 【16:30着】 （正門～南車寄～坂下門）

※別添5

※別添1

配車経路等

②皇居 【20:30参入， 22:30発】 （正門～宮殿東庭（待機）～南車寄～正門）

→’ ｜ 【0:00頃着】

l 利用者の乗車時に自動車標識2種類（①赤色，②回送）を受け取り，必ず
前面ガラス（助手席側上部）にお付けください。

2 皇居参入時は，二重橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してください。

3 皇居内での通行は， 皇宮護衛官の指示に従ってください。その他指示

ふりがな

利用者

てらだいつろう

寺田逸郎

No. 5

｜ 【15:20発】 ※別添6
南車寄～坂下門） ※別添1→皇居【16:30着’ （正門～

② ’
配車経路等

③皇居 【2:30参入， 4:30発】 （正門～宮殿東庭（待機）～南車寄～正門）

→■■【5:30頃着】
0

1

２
３
４

その他指示

ふりがな

利用者

やすなみ りょうすけ

安浪亮介

No 6

①| [15:25発】 ※別添7
→皇居【16:15着】 （正門～南車寄～坂下門） ※別添1

配車経路等

②皇居【2:30参入， 4:30発】

→| | [5: '5頃着】
(正門～宮殿東庭（待機）～南車寄～正門）

1 利用者の乗車時に自動車標識2種類（①黄色，②回送）を受け取り，必ず
前面ガラス（助手席側上部）にお付けください。

2 皇居参入時は，二重橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してください。
3 皇居内での通行は， 皇宮護衛官の指示に従ってください。その他指示



NO. 7

ふりがな

利用者

わたひきまりこ

綿引万里子

配車経路等

①■■■■■■■■■■■■■■■ 【15:10発】 ※別添8
、→ 皇居【15:40着】 （正門～南車寄～坂下門） ※別添1

②皇居【2:30参入， 4:30

→■■【5:00頃着】

■

発】 （正門～宮殿東庭（待機）～南車寄～正門）
■

その他指
一

刀寸

1利用者の乗車時に自動車標識2種類（①黄色,②回送）を受け取り，必ず
前面ガラス（助手席側上部）にお付けください。

2皇居参入時は，二重橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してください。
3皇居内での通行は，皇宮護衛官の指示に従ってください。

Nb. 8

ふりがな

利用者

だいもん たすく

大門 匡

配車経路等

①■■■■■【15:30発】 ※別添9
→ 皇居 【15:45着】 （正門～南車寄～坂下門） ※別添1

②皇居【2:30参入， 4:30発】 （正門～宮殿東庭（待機）～南車寄～正門）
→ ■■■■■■■■■■■ 【6:00頃着】

その他指
一

刀寸

1 利用者の乗車時に自動車標識2種類（①黄色，②回送）を受け取り，必ず

２
３

前面ガラス（助手席側上部）にお付けください。
皇居参入時は，二重橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してください。
皇居内での通行は，皇宮護衛官の指示に従ってください。
4配車経路のうち，①は秘書官（1名）が同乗します（営業所で下車） 0

Nb. 9

ふりがな

利用者

こばやしあきひこ

4、 林昭彦

配車経路等

① ■■■■■■■■■■■■■
→，

【15:40発】
※別添10

皇居【16:00着】 （正門～南車寄～坂下門） ※別添1
◆

局

②皇居【20:30参入， 22:30発】 （正門～宮殿東庭（待機）～車寄～正門）
→ ■■■■■■■■■■ 【23:00頃着】

その他指
一

刀寸

1利用者の乗車時に自動車標識2種類(①黄色，②回送）を受け取り，必ず
前面ガラス（助手席側上部）にお付けください。
2．皇居参入時は，二重橋前交差点を経由し，皇居正門か．ら参入してください。
3皇居内での通行は，皇宮護衛官の指示に従ってください。
4秘書官（1名）が同乗します（①は営業所で下車，②は営業所から乗車） 。



NO. 10

ふりがな

利用者

あきよし じゆんいもろう

秋吉淳一郎

配車経路等

①■■■■■■■■■■■■ 【15:20発】
→皇居【16:00着】 （正門～南箪寄～坂ﾄ．

※別添11 ．

門） ※別添1

②皇居【2:30参入， 4:30発】 （正門～宮殿東庭（待機）～南車寄～正門）
→ ■■■【5:00頃着】

子
ー の他指示

1 利用者の乗東時に自動蝋標識2種類（①黄色，②回送）を受け取り，必ず
前面ガラス（助手席側上部）にお付けください．
2皇居参入時は，二重橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してください．
3皇居内での通行は，皇‘歯護衛官の指示に従ってください．

No. 11

ふりがな

利用者

うえむら みのる

植村 稔

配車経路等

①■■■■■■■■■■■■■■■■■【14:30発】 ※別添12

②

→ 皇居【16:00着】 （正門～南車寄～坂下門） ※別添1

皇壗【2:30参入， 4:30発】

一・ ■■【5:30頃着】
(正門～宮殿東庭（待機）～南単寄～正門）

■●巳●一

斯く他指の
マ
ー
」

1利用者の乗車時に自動蝋標識2種類（①黄色，②侭I送）を受け取り，必ず
前面ガラス（助手席側上部）にお付けください．
2皇居参入時は，二重橋前交篭点を経由し,皇居正門から参入してください。
3塁居内での通行は，皇宮護衛官の指示に従ってください．

４
１
も

肋． 12

ふりがな

利用者

あきば やすひろ

秋葉康弘

配蹴経路等

①

②

■■■■■■■■■
→､

【15:15発】 ※別添13
皇居【16:00着】 （正門～南騏寄～坂1等門） ※別添1

皇居【2:30参入， 4:30発】

→ UI5:i5頃着】
(正門～宮殿東庭（待機）～南車寄～正門）

その他指
一

万マ

1 利用者の乗車時に目動車標識2種類（①黄色，②回送）を受け取り，必す
前面ガラス（助手席側上部）にお付けください。

小
一

2塁屑参入時は，馬重橋前交差点を経由し，皇勝正門から参入してください．
3皇居内での通行は，皇宮護衛官の指示に従ってください。
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(別添2）

★が付されたところが乗降場所です。



(別添3）

★が付されたところが乗降場所です。

「



(別添4）

★が付されたところが乗降場所です。
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(別添6）

~

★が付されたところが乗降場所です。
長時間の停車はできませんので御注意ください。



(別添7）

★が付されたところが乗降場所です。
長時間の停車はできませんので御注意ください。



(別添8）

★印が付されたところが乗降場所です。
長時間の停車はできませんので御注意ください。
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(別添1 1 ）

★が付されたところが乗降場所です。



一

(別添12）

★が付されたところが乗降場所です。



(別添13）

ノ

★が付されたところが乗降場所です。



株式会社日の丸リムジン御中

最高裁判所事務総局秘書課庶務第一係（担当：池島）

次のとおり,ﾊｲﾔｰ利用を発注します｡

11月12日までに，利用車種等を御連絡ください。

利用日令和元年11月16日 （士）

番号 利用予定時間 経路等

1 5:20 別紙2 (Wo、 1)のとおり

'
一

9

5:00

↓

別紙2 (Wo.2)のとおり

3 8:20 別紙2 （ドo.3)のとおり

4 3:50 別紙2 （Ⅸ O、 4）のとおり

戸

｡ 6:30 別紙2 (Wo､5)のとおり

△

〃 ．



(別紙2）

Nb. 1

ふりがな

利用者

みよし とおる

三好 達

配龍経路等

■■■■■■■■■■■■■■■■ 【10:35発】 ※別添2
→

→

皇居【l1:20着，
（正門～南車寄

■■

13:40発】
～宮殿東庭（待機）～南車寄～正門） ※別添1

【14:25頃蒲】

凸 ｡

b 申

その他指
9①□｡■ﾛ■

刀く

1 利用者の乗車時に自動車標識（赤色）を受け取り，必ず前揃ガラス（助
手勝側l:息部）にお付けください。
2皇居参入時は，二龍橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してください。
3皇居内での通行は，皇宮護衛官の指示に従ってください．

恥

０
１
１

2

ふりがな

利用番

やまぐち しげる

山口 繁

e 少

配車経路等

一

【10:40発】 ※別添14
1l:20着, 13:40発】

(正門～南車寄～宮殿東庭（待機）～南瀬寄～正門） ※別添I

■■■■ 【14:20頃着】

その他指示

1利用者の乗車時に自動車標識（赤色）を受け取り，必ず前面ガラス（助

２
３

手席側上部）にお付けください．
皇居参入時は，二重橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してくださし
皇居内での通行は，皇宮護衛官の指示に従ってください．

、
。

NO. 3

ふりがな

利用者

しまだ にろう

白 け

島田仁郎

配車経路等

b e

b 、

■■■■■■■■■■■■■■ 【9:50発】 ※別添4
一皇居【11:20着, 13:40発】 ．

（正門～南車寄～宮殿東庭（待機）

→■■■【15:10頃着】
～南車寄～正門） ※別添1

その他指
F●b■■■■

ﾌ]て

1利用者の乗車時に自動車標識（赤色）を受け取り，必ず前面ガラス（助

２
３

手朧側上部）にお付けください。
皇居参入時は，二重橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してください。
皇居内での通行は，皇宮護衛官の指示に従ってください．

｡



ふりがな

利用脅

たけさきひろのぶ

竹崎博允

NO 4

【11: 10発】 ※別添5
→皇居【11:20着,’13:40発】

配車経路等 ※別添1

【13:55頃着， 14:l()頃発】↓
今
一
一 【14:30頃着】 ．

1 利用者の乗車時に自動車標識（赤色）を受け取り，
手席側~上部）にお付けください．
2 皇居参入時は，扉重橋前交差点を経由し，皇居正門
3皇居内での通行は，皇宮護衛官の指示に従って<だ

必ず前面ガラス（助

ｳ靱ら参入してください。から

さいその1他指示

咄

ふりがな

fll 用者。

てらだいつろう

‘寺田逸郎

No
’
．
○

I I10:10発】 ※別添6
→皇居 【11:20f, '13:40発】

（正I''1～南車寄～宮殿東庭（待機）～南車寄～正i''1) ※別添」

→■■【l4:40頃着】

配車経路等

1 利用者の乗車時に自動車標識（赤色）を受}ﾅ取り，必ず前面ガラス（助
手職側上部）にお付けください。
2 ‐皇居参入時は，三重橘前交差点を経由し，皇居正門から参入してください、
3 皇居内での通行は，皇宮護衛官の指示に従ってください。その他指示

、



(別添1）
ー■

〆
「

、巳や J.〆 、盈些←途今争一

理‘f:津.;;・ ･;?‘
, ･かもも'9;･特・ 、 ‘

蕊
｡b ● ｡

● ずF dq 寺 、凸一ｩ℃

、4． ． Z. ;･壱､ ･ ･，
｡ ｡ ■､ゆり

･･ ･:.鞘愈も．．

i篭 藤
ノ

､ 且夕争

ご‐､1

華
み

《
篭
、
↑
、
認

・
・
蕊
熱
肴

蝿
亨飛騨畢鐸
．

▼
陸
『

､F 、､ .2
G $ や ■

き、 、匙｡.･・
や
一
・
必
一
●
理
“
卵
・
、
》
も
》
寺
毛
毎
げ
②
や
ら
噸
Ｇ
『
鄙
じ
ゅ
・
》
◇
皿
や
■
噸
や
言
】
」
グ
。
０
ｒ
〃
弛
駅
、
・
・
‐
△
缶
。
一
墨
色
ら
畢
心
↓
津
一
．
零
口
、
ｏ
ｏ
ｃ
ｒ
率
令
二
拍
小
。
。
一
》
・
輯
４
齢
画

一
《
令
’
今
》
、
《
一
、
叶
華
や
。
》
一
、
韮
一
一
・
『
函
』
《
》
、
い
》
・
ベ
濯
鐸
轌
冊
侭
．
や
一
心
峠
一
》
岬
ｑ
〉
》
一
卵
珪

』少。●申◇Ｆ勺や■●●◇６◇や巳■■争．、（《へク・生征・駒》令心帥垂咋一。巳争凸、。●ロム、↑・

煙
．
・
手
・
◆
暑
，
、
．
‐
．
（
》
や
‐
』
鴫
ゞ
恥
◆
・
や
》
稚
混
、
恥
。
巻
一
》
一
・
・
一
一
℃
一
字

・
．
、
４
．
一
命
、
》
」
琴
一
●
《
知
。
、
岬
一
《
《
評
‐
鐸
》
《
・
蔀
、
小
．
．

《
》
》
罰
《
い
」
午
一
、
、
．
ｐ
。
今
手
》
一
千
・
』
重
い
》
淋
輯
、
・
一
・
・
一
函
却
》
排
．
、
．

Ｊ
ｏ
９
グ
●
口
△
づ

・
所
・
鳥
，
ゞ
〆
》
：
．
疑
繭
餅
．
、
《
一

型

可

写

む

’

Ｄ

Ｃ

へ
郡
や
、
《
・
》
・
率
．
財
一
・
》
：

Ｊ
ａ
亀
■
■
寺
可
巴
勺
■
■
日

。
ｎ
℃
。
』
少
、
。
』
‐
９
６
歩
マ
ロ
心
、
。
●
令
諦
↓
‘
、
●
参

Ｄ
Ｃ
心
（
。
，
‐
絶
、
か
屯
飾
。
、
．
、
‘
‐

室
・
》
心
．
↑
郵
唯
譲
湧
・
ｆ
・
峰

蕊 蕊
淵
蕊

‐
、
“
鳶
″
と
吟
●
・
・
《
・
‘
●
・
翰
託
・
銀

・
ひ
。
，
乳
・
↑
、
．

ｂ
、
■
１
戸
Ｅ
Ｐ
Ｊ
口
。
。
①
。
「

一
・
‐
、
，
・
や
雨
ぽ
・
趣
・
・
ゞ
｛

ひ
●
■
ザ
。
■
●
旬

． 亨号

蕊・濱
(江

鰯琴凝繍::、1:§認
え

蹄蕊．
語､、

-.1. .ﾏと今｡､
、 寺』 0日

｡ ､●
一 ■③■タョヒ

壌嬬
遥鵜 ヴザ、

今

、

町

、

．

、

。

』
毎
令
『
。
、
Ａ
こ

む
ｂ
吟
恥
●
勺
争
ｑ
、

！
．
」
″
、
王
寒

夕

」

、

●

込

守

も

浄
、
』
包
守
へ
い
い
、

、やも

．
《
一
癖
津
￥
②

Ｊ
遡
上

蕊
急
溌

諏
一
一
、
蓉
辛
か
即
一
注
酢
》
・
一
坤
》
一
一
《
坪
》
一
・
』
蝉
一
や
峰
呼
》
一
・
・
斗
》
一
一
》
一
。
ぶ
一
《
・
《
℃
一
・
唾
葬

一
一
一
“
一
・
帝
．
・
手
蕊
や
寿
越
．
・
・
睦
《
洋
悉
く
犀
《
鈴
一
篇
↑
．
－
、
毒
・
霞
．

澱
懸
郡
伊
繊
蒋‐べ

郷
一
恥
一
梱
一
聯
、
、
〆
鐸
吋
●
八
率
・
－
噸
糀
一
，
》
．
一
竜
丞
雲
》
掴

へ
生
和
．
。
一
一
批
私
禍
》
卵
鮓
討
鉤
脚
か
、
●
”
》
可
》
一
》
割

儒
や
埜
↓
‐
』
鈴
印
・
確
歴
か
や
へ
》
・
一
小
・
卜
］
」
●
》
●
》
へ
．
、
諦
唖
』
．
》
恥
一
一
》
一
年
・
村
》
．
》

■
守
り
心
ｂ
０
◇
，
．
■
』
ａ
Ｐ
や
。
■
し
ｐ
”
■
■
、
■
’
０
ｂ
ｑ
ｃ
Ｄ
Ｐ
●
０
▽
ｂ

シ△■凸

溌燕
癖
鐙轡〆～。、.､℃

＝

、

。

。

？

●

。

へ
。
己、
合

》

、

ｑ

ａ

》
ｑ
・
も
ｐ
や

◆

③と
戸?, ｡ ■
g aq

－ e

･÷ ･ 心,野-
. 0,

ザ● ‘&.

､ .

C

争 、 ●

､ . . .み‐
伊 L- ｸ

L タョ

ヴ ●

ｰ P， C G』 ■
0 守 凸 色③■ ＝ ▲

■～‐

露"説く

小

瓜

か

。

、

。

心

単

斌

靴

．

雷

・

ゆ
も
も
り
＄
・
己
争

サ

。

、

稗

合

プ

』

己

．

『

ぬ

匙

。

》
▲
与
り
口
。

、
①
七
勺
■
由
◇
む
ゅ

■

一
旬
、

６

、
・
・
覇
・
飛

凸

。
。
、
刺
・
ず
。

， ~ 、~ ﾏ ｡ ､~. 汀bR－B、、い

､｡参ざ ′､､”｡: ‘ 診
， ｡ ' ｡ .?'〃 4

f- 6.、 、 ．◆

P .ご可q少. , ､｡. . .§･‘ ‘〆.

鈴滞薙翰識.．;･2,,,.．
､夕､ "｡. bへ8毎莞.J r,｡ ‘一■

一

、ボ j●驚き? ･今｡ q
巳 ｡ B F､ ､

･ ･ ：遥罐f念.

蕊
＼も

“蝿蕊●
。

む

り

銀

守

■

申

、
ｈ
《
０
心
・
》
・
竺
一

何
》
》
・
轆

郵
》
》湾

,蝋琴禽蚕譲薫

蔚録麹累覗誘

腫蕊豆, :¥､:『蕊職舛礎
宇一 .: ・

弓?字 ､ ‐ . ‘.ｰ ． . ‘…函ﾐ:;.. ・●

孫･･

iZ

一
劃
》
“
口
・
《
函
》
〉
報
“
〆
。
》
鯨
．
／

兵
：
愛
露
坐

・
・
霊
具
蕊
裏

・
忌
窓
淫

一
へ
、
》
″
聿
玉
礎
琴

』
寺
》
ず
。
全
。
“
・
“
Ｇ
や
包
め

、
，
盆
△
遭
辛

Ｐ
●
甲
一
■
■
■
、
画
一
■
■
ニ
ロ
｝
■

・
・
制
》
。
●
。
、
己
恥
一
（
》
》
一
『
）
一

・
・
斌
鱒
〉
一

密
一
夢
。
“

蕪
》
亀
。

↑
▲
小
心
一
七
凸
．
』
や
旬
、
０

マ
〆
マ
↑
“
す
●
且
〕
令
ロ

へ
。
一
一
《
・
・
↓
ト
ロ

ヘ

姑

。

今

。

．

睡蝿

島

①
②
③
④

庭
寄
東
門

門
車
殿
下

正
南
宮
坂



一
線
，

(別添2）

★が付されたところが乗降場所です。



〆

(別添4）

★が付されたところが乗降場所です。
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(別添6）

★が付されたところが乗降場所です。
長時間の停車はできませんので御注意ください。



〆

(別添14）

’

｜ ☆の位置が待合せ場所です。



ノ

株式会社日の丸リムジン御中

最高裁判所事務総局秘書課庶務第一係（担当：池島）

次のとおり，ハイヤー利用を発注します－．

1 1月12日までに，利用車種等を御連絡ください。

利用日令和元年11月18日 （月）

｝

･番号 利用予定時間 経路等
●

1 5:50 別紙3 （腿O、 1）のとおり

，ー 8:20 別紙3 (Wo.2)のとおり

3 6:40 別紙3 (No.3)のとおり

4 8:10 別紙3 (N 0． 4）のとおり

ｰ

， 6:40

4

別紙3 （腿 O、 5）のとおり



(別紙3）

、

NO. 1

ふりがな

利用者

f ､

やすなみりょうすけ

安浪亮介

配車経路等

■■■■■■■■■■■■【10:15発】 ※別添7
↓

→

皇居【11:00着, 13:40発】

（正i瀧蕊了宮殿東庭(待機）
～南車寄～正門） ※別添1

その他指
一

ｱ]亨

1 利用者の乗車時に自動車標識（桃色）を受け取り，必ず前面ガラス（助

手席側上部）にお付けください。
2皇居参入時は，二重橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してください。
3皇居内での通行は，皇宮護衛官の指示に従ってください。

､

Nb. 2

ふりがな

利用者
6

だいもん たすく

大門 匡

配車経路等

■■■■■■■■■■■
→

→

皇居 【11:20着, 13:40発】
【9:50発】 ※別添15

（正門～南車寄～宮殿東庭（待機）～南車寄～正門） 別添1
■■■【15:10頃着】

その他指
一

刀胃

1利用者の乗車時に自動車標識（桃色）を受け取り，必ず前面ガラス（助
手席側上部）にお付けください。
2皇居参入時は, ･二重橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してください。
3皇居内での通行は，皇宮護衛官の指示に従ってください。

Nb. 3

ふりがな

利用者

こばやしあきひこ

g Q

小林昭彦

配車経路等

■■■■■ 【10:20発】 ※別添16
→

→

皇居【11:20着， 13:40発】

歯
南車寄～宮殿東庭（待機）～南車寄～正門） ※別添1
【15:00頃着】

その他指
一

刀竜

1 利用者の乗車時に自動車標識（桃色）を受け取り，必ず前面ガラス（助
手席側上部）にお付けください。
2皇居参入時は，二重橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してください。
3皇居内での通行は，皇宮護衛官の指示に従ってください。
4秘書官（1名）が同乗します。



『

ロ

ふりがな うえむら みのる

No 4

植村 稔利用者

【9:3()発】 ※別添12

→皇居【11 :00着， 13:40発】
（正門～南単寄～宮殿東庭（待機）～南車寄～正門） ※別添1

→■■【'4:40頃着】

配車経路等

利ﾊ:j者の乗車時に自動車標識（桃色）を受け取り，必ず前面ガラス（助

手席側上部）にお付けください，
皇居参‘入時は， 黒二重橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してください‐
皇居内での通行は，皇宮護衛官の桶示に従ってください,、

1

２
３その他指示

ふりがな あきば やすひろ

M)
↑
０

利ハ1 者 秋葉康弘

_IIIo:00発】 ※別添13
→皇居【11 :00=, 13:40発】 ．
（正門～南東寄～宮殿東庭（待機）～南京寄～正門） ※別添1

→| ｜ 【'4:40頃着I

配車経路等

1 利用者の乗蝋時に自動車標識（桃色）を受け取り，必ず前而ガラス（助

手席側上部）にお付けください．
2 皇居参入時は，二重橋前交差点を経由し，皇居正門から参入してください．
3 皇居内での通行は，皇寓護衛官の指示に従ってください。その他指示

｛

一
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ざ

(別添7）

★が付されたところが乗降場所です。
長時間の停車はできませんので御注意ください。



ｲ

(別添12）

★が付されたところが乗降場所です。



〆
〆

(別添13）

★が付されたところが乗降場所です。



〆 〆

(別添15）

★が付されたところが乗降場所です。



〆

(別添16）

’ ’こちら(｜ － ｜)が乗降場所です。



(別談嬢式南2〉 刺爵施盤卒通知笹

最商減判所率駕篭局秘書認鞭弱冠一係御中

■■■■）嫌式会哉日の丸リムジン（担当

諺撞めふ,つた′､イヤーについて，次のとお'ﾉ利用車悩等をホ詞らせしk十

fi蛎日令和元年1 1月14日 （木） ‐､､ 15日 （金）

|慧易｛苛男 ’填遮醤 11[色 迩妖許男 車髄 運経手氏名・ I 運妬手適総先

’
l 三好連三好連■■｜ 脇 ｜■■ | － ’ クラウン

山口繁■■｜ 鼎 ｜ ｜ 弓｜ ， クラウン

島国仁郎ﾛ■｜ 熟 ｜■■■■島田仁“|■■ フーガ3１

ﾛ■ 風 ｜’竹埼陣I 壬･デルS1

』

ﾛ■寺田逸郎
１
６
Ⅵ

、
一５ クラウン

安沢売介雛
冗
理
砥

Ｊ
誼6 クラウン

＝一口宅 －1

熟 ｜’ ｜｜ クラウン綿引万里子嫌I

黒 ｜｜ ’大門匡鹸8 クラウン

一一一命1

小林昭憲雛 凧9 クラウン

秋吉禅一郎蟻 『河
3自惑】0 クラウン

一一一一一一一一一・・F

。
。
０
．
℃
。
’
・
伊
心
・
“
■
■
●
。
。
●
。
，

ll l 植村灘繊 黒 クラウン

I

！ 。 ｜｜ ’
①シーマ

｡モデルS

秋蕊一旗弘雛12
｜

｜
I■



(別紙様式第2） 利用車弧辱通知懇

品商裁判所1喋務総局秘譜課庶務第一係御LIj

l■■■）株式会社日の丸リムジン（担当

発注のあったハイヤーについて， 次のとおり利用車稲等をお知らせします。

1‘11, 15

利用R令和元年1 1月16R (iz)

’ ’ ｜
『

I
悉矧 乗車者 車色 響録計号 東亜 運娠手氏名 jZil匠手辿絡先

■..’
’

■縦■ーl 1 三好
■■■■

黒 クラウン

qけ

紫■ ■■■■ ■■■ー
|｣｣口 黒

ワ
会 クラウン

3 1島田仁郎■ ■■■■■■■■ ■I■■黒 フーガ

■黒
I

■■■■■■■ ﾛ■■■竹崎沖允1 クラウン

’
■■■■ I■■■寺田逸郎

戸
『
』 クラウン

■
､



(別紙嫌式銅2） 利用IIZ稲錬通知i僻

通商裁判所蛎務総局秘緋弧庶務第一係御中

■■■■）株式会社Rの丸リムジン（担当

発注のあったハイヤーについて，次のとおり利用車祇蛎をお知らせしま1-．

! !,''､1511,11, 15

利用R令和元年1 1月18R (月）

’ ’ ’
垂
白

一
ｊ
一

事

↓

』 車色 登録番号 車種 逆転手氏名

’
安浪亮介様1 黒 クラウン

里

大門匡様
ワ
・
〕 黒 クラウン

I

’

､

小林昭彦様 黒3
クラウン

I

植村稔様f1 Eヨ
言、で クラウン

一

秋葉康弘雛5 里 クラウン
、



<別紙雛式鯆3） 通行時問輔通知

殿商裁判所聯務総肘秘書蝶庶務第一係御中

／

株式会柵の九ﾘﾑジﾝ(担当:■■■■■■）

萢注のあったハイヤーについて、次のとおり運行時間及び運行距離をお知らせします。

利用日令和元年11月14日 （木）～15日 （金）

瀞号 翌録稀号 運行時間 運行姻聡(km) 利朋料金淳

I一
魁:35

(14:45～29:20）
70.0 利用料金: ¥92,110

濁逮道路通行料： ￥800

ワ
ー一

い
り

10:50

(13:30～24:20)
211.0

利用料金： ￥89.060
商速道路通行料: Y6,210

3 ■■■■
10:30

(13:30～24:00)
182.0 利用料金： ￥76,860

高速道路通行料： ￥4,900

4 ■■■■
8:00

(15:50～23:50）
82.0

利用料金: Y49
商速道路通行料： ￥2

9 410

420

5 ■■■■
14:55

(I4:20～29:15)
123.0

測用料金: Y92,110
商速道躍通行料： ￥3.600

6一
15:00

(14:00～29:00）
51．0 利用料金： ￥92, 110

高速道路遡行料： YO

7一 14:50

(14:30～29:20）
41.0 利用料金： ￥92,皿0

商涼諭路通行料： YO

8 ■■■■
15:00

(15:00～30:00）
83.0

利用料金: V92
商速道路通行料： ￥2

110

640

9 ■■■■
7:40

(15:10～22:50）
18．0 利用料金: Y49,410

商速通路翻行料： ￥0

】0一 14:50

(14:40～29:30）
54.0 利用料金: ¥92,110

高速道路通行料： ￥0

11一 16:40

(13:00～29:40）
123.0 利用料金： ￥104,310

商速道路通行料： V3,920

12
】､5:45

<13:45～29:30）
105凋0

利用料金： ￥98
商速通路通行料: ¥2

P 210

320



(別紙嫌式第3） 運行時間等通知

般高裁判所事務総局秘密課庶務第一係御中

株式会社日の丸ﾘﾑジﾝ(脳:

発注′>あったハイヤーについて，次')とおり運行時間及び運行距離をお知らせします。

利用日令和元年1 1月16日 （土）

Wg･ 登録番号
、

運行時間 運行距離(km) 利用料金等

I ■■■■
6:40

(9:35～16:15)
65.0

利用料金: ¥43,310
高速道路通行料: ¥1,200

2一
4:15

(10:10～14:25)

,

32.0
利用料金： ￥28,060

高速通路通行料： ￥0

3一 8:40

(8:20～17:00)
〔68.0

■ ク

利用料金 ■
■ \70

高速道路通行料： ￥4
９
３

760

620

4 ■■■■
3:50

(10:40～ 14:30)
25.0

利用料金： ￥25,010
高速道路通行料： ￥0

5一
6:45

(9:10～ 15:55）
82.0

● 利用料金： ￥43
高速道路通行料： ￥2

１
？

310

410



(別紙様式第3） 運行時悶等通知

嫡宮i裁判所事務総局秘番課庶務第一係御中

株式会社日の丸リムジン(拙当: ｜ l)

発注のあったハイヤーについて，次のとおり通行時間及び運行距離をお知らせします。

利用日令和元年1 1J1 1 8日 （月）

番月 緋録器号 巡行時間 通行距離(km) 利用料金等

、

利用料金
高速道路通行料

6:25

(9:15～15:40)
¥37,210
￥830’1 53.0

利用料金：

高速道路通行料：

7： 10

(8:20～15;30）
¥58,560

V4,360
2 l"12.0

利用料金： ￥40,260
高速道路通行料： ￥2,040

6:10

(9:20～15:30)’３ 74．0

｜ 二一’ 利用料金
高速道路通行料

7:20

(8:00～15:20)
V52,460

￥3,920
4 127.0

、 利用料金
高速道路通行料

6:50

(9W00～15:50)｜ ’ ¥43,310

￥2,440

、

5 99.0



二豈
禧］ 等裁判所長官上 京 日 程

皇居における入退出門等

11月18日

参入（皇居正門） 11

退出（皇居正門） 13

０４●
●１１

－
一
頃
０
０
０
４

●
●
●
。

庁名 滞在脳|:1の配蝋計､画 宿 舎 |麺蝋 随風宿舎蝉 運転手蝉（秘脅課記入柵）
名古燃

(綿引）

11/18 (月）

30■■発一…・ ll:00皇居蒲
13:40頃～蝿勝発→14: 10頃～

(以後配車:飛要）

■■瀞

なし なし (車両番号）

(運転手）

(携幣番号）

仙台

(秋吉）

1】／18

10:30

(月）

■■発一→11:10皇居蒲
13:40礎膳発→14;20 ■■瀞

なし なし (車両番号）

(運転手）

(携辮番号）



検査調書

件 名

受注者

契約年月日

業務実施日

検査年月日

最高裁判所で使用する乗用自動車(ハイヤー）の借上(単価契約）

株式会社日の丸リムジン

令和元年6月11日 （変更契約：令和元年10月18日）

令和元年11月14日及び15日

令和元年11月27日

１
２
３
４
５

上記について検査したところ， 契約書のとおり給付が完了したことを認める。

令和元年11月27日

検査職員

最高裁判所事務総局秘書課

裁判所事務官鈴掛 ●

、

1



検査調書

件 名

受注者

契約年月日

業務実施臼

検査年月日

最高裁判所で使用する乗用自動車(ハイヤー)の借上(単価契約）

株式会社日の丸リムジン

令和元年6月11日 （変更契約：令和元年10月18日）

令和元年11月16日 ．

令和元年11月27日

１
２
３
４
５

上記について検査したところ，契約書のとおり給付が完了した之とを認める。

令和元年11月27日

検査職員

最高裁判所事務総局秘書課

裁判所事務官鈴掛 ●

ノ



検査調書

件 名

受注者

契約年月日

業務実施日

検査年月日

最高裁判所で使用する乗用盲動車(ハイヤー）の借上(単価契約）

株式会社日の丸ソムジン

令和元年6月11日 （変更契約：令和元年10月18B)

令和元年11月18B .

令和元年11月27日

１
２
３
４
５

上記について検査したところ， 契約書のとおり給付が完了したことを認める。

令和元年11月27日

検査職員

最高裁判所事務総局秘書課

裁判所事務官鈴掛 ●
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”19年1噸2日で
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御請求書

卸呼

●
､

丸の内営梁所

舎〒l“-…
●

呵隆葡蕊町1-12-1新i

m3-3215-的18FAX兜

p

■蝦鯵欝

溌笥
蕊澱
『:憩今

蕊嘉
蒻a
唇”
浄蕊
a心

一

暴斌
“

qJm .J

～

ー

P¥1,019,920/"a
、￥26,81い

ノ

ご乗唯料金（税込） ：

商逮送路通行粋

』晒肘,fHd

'お獲迅先：

※撮込手数料はお擬込み依願主戦がご負拠下さい

日付

釦i9/11/14

利用看鑑

三好連■

】I〔霧

■■■■

取種

クラウン

行穆

■ 昌皇居~丸の内-寧日■

時澗

14刃5 の

(1鋼5～29知）

距錐

70km

商遮滋路通行料

￥蝿

ー‐ーーq■ﾛ■

乗 扉豚

鞘”IOP

■ず

知19/11/14 山口 紫 ■■ ■■■■ クラウン ■■～塾居■■ lα鼬 ●

30～24”》
･211km

句 ¥60210 "哩
知19/11/14 島田仁郎■■ ■■■I■ フーガ ■

■■■一._． ■

■■■‐＝画一■ﾛ■■■
10ｺ0 9

(1鋼0～24加）
182km ¥4,9側

づ
〆 ￥76β60

口づ

”19ﾉ11ﾉ14 竹崎博允■ ■■■■ モデルS ■叶皇居宇丸の内一 8狐 f

(15:50～脚:50）
82km ¥204釦

三

〆。 糊9‘410
ン

釦19ﾉ11/14 寺田逸咽■ ■■■■ クラウン ■■
■■■ B蝿~丸の内~皇居■B蝿■■

14逼5 ●

(14”～燭;15）
123k圃 ¥3鯉 ｰ ¥92‘'里

駒19/11/14 安狼亮介厳 ■■■■ クラウン ■丑“~丸の内~蝿g 15” β

<14加～羽鋼）け

51km ￥0
一

¥92‘'ﾘ，
”19/11/14 綿引万里子像 ■■■■ クラウン ■■■卜竪暦~丸の内~皇居~■■

14割 6

(1個0～鱒刻）
41k顕 ¥0

¥92,抄
”19/11ﾉ14 大門匡操 ■■■■

－も

クラウン ■~蛎~丸の内~皇暦■ 15“①

(15m～30加）
83km

一

¥2.640
一

羽2,1 10
e三

卸19/11/14 小林昭彦徹
一
・■■ クラウン ■ﾄ皇居~丸の内~堅暦召■ ?乳0 今

(職10～鯉50》
18km ¥0 判90410

一 皮グ

2019/11ﾉ14 秋吉涼一陣槻 ・■■ クラウン ■
b

ﾛｰ皇居~丸の内~壁屑1■■
14:釦 寺

(14:40~29鋤）
54k碗 和

一
ー ¥92,妙

2019ﾉ11/M 檎村獄樺 ■■■■ クラウン ■ロ■恐居~丸の内~墨暦日■■ 16乳0 句

(13鋤～”孔0）
123km ¥3‘9釦 ¥j“3り

釦19ﾉ11ﾉ14 秋葉座誕槌■■■ シーマ・モデルS ■■卜盛居~丸の内~風暦引 15乳5 ⑧

(l認5～29:30）
105km

一

¥2,3”
〆

¥980210
､〆



“~〕 ,__ず~、

2019年12月2日
合

御請求書

最高裁判 ；御中

●伽0鯉盟卿SINE 丸の内蛍業所
〒100-0006

千代田区有索町1-12-1 新有楽町ビルBI
Ｆ
七
６
二

し

TEL:03-3215-0818

■■■

FAX:03~3到
暫
》
、
、
Ｉ

、

●

1(， 。.．
夕Op L
ら Q

守り ロ ゼ●｡
’ ．、

P.:､、、.・'
、B

〃

1.. . ご心

L 』

■ ミーー

･･ ･』･心 ．． ､急
ぐl ’ 建国1

働卜吟

日付 利用者名 班番 郵轆 一
一
一
一
一
一
一

時間 距雛 商速道路通行料 乗車料金
一

ー

■2019/11/16 ■■■■■三好途 ■
■
’
一
一
・

クラウン 6:40 ｡

(9:35～16:15） ¥43,310
で』

65km ￥1,200
一．

ﾛ■■■■2019/11/16 山口紫■■ クラウン
ー

フーガ

－

“･ツ
￥70,760

---ヂ

￥25,010
〆

ｊ
毎
頁
』２

■
■
合４

５
１
飢
一
４
０１，口０１く

~

32km

168km"

25km
-

82km

\O
一

〆

一
一
一

2019/11/16 島田仁郎■■飼
迩
Ｉ
山
側
噸
ユ奔

濁牟
遜
“
率

、

8:40

(8:20～17;00） ¥4,620
一

￥0
一

〆

竹崎博允■■2019/11/16 クラウン
ー

クラウン

。

”

Ｑ

”

４

欣

０
１
５
１

踊
昨
鯏
一

４
０

◆

●

○

１

４

０

甑

癖

ｕ

く

2019/11/16 ■ ■■■■■寺田逸郎
¥43,310
P二¥2'少

〆

〃〆
ー－ ．.デ ｰ

毎

ァ￥210,450／

､ ¥8,230j/

ご乗車料金（税込） ：

高速遊路通行料：

合計: - ¥218,680"

'お振i入先：

はお振込み依 樺がご負担下さい．

国
琴
弟
や
‐

■
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2019年12月2日

御請求書
、

●HIN噸噌MMSINE…欝瀧”
〒100-0006

千代田区有楽町眠12-1新有衆町ビルBi
画
題
爵
今
↓
裂

齢
識
．
燕
溌
恩
瀞
ｓ
函
跡
心
罰

蝦
穂
繁
鵜
津
昼
嚇
難
背
垂
鼎
ｓ
心
識
“
蝉
、

ノ

TEIEO3-

一
一
一
日付 利用者名 時間 車種 I行程 時間 距離 商速逝路通行料 乗車料金一一一

一
一
一

2019/11/18 安浪亮介様

大門匡椴

小林昭彦様

植村巷様

■
・
’

一

率
率
居皇

■
｜
・

一

クラウン
ー

クラウン

￥830
ジ

6:25 ．

(9:15～15:40)
53km

142km｡

74km

-

127km鱒

-

99km

¥40,2り〆 ￥40,2り〆

2019/11/18

ｊＯ３
０
坊
画
一０２＆く \4,360

〆

¥2‘Oり

》
．
｜
鋤
一
岬

〆

一
一
一
一
一

2019/11/18 《
｜
｜
》
｜
》

ｊ
唾
ｎ
Ｕ３●日５

０
１

９
７
《
夕

欣
《０２口■９く

2019/11/18 7;20

(8:00～15:20) ￥3,920
〆

”
一
一

2019/皿/18 6:50 唇

（9:00～職50） い
ざ
３３４￥\2,440

”

し

守1

，
／
喰
〆

０
０
５
９
８
５
３
Ｆ

４
３
３
１
翌
￥
へ
一

ｊ
料
込
行
税
通
く
路
金
逝
料
速
車
高

乗》
」
。

合計:一． ￥248,440ノ

，お振込先：

※振込手数料はお振込み依緬主繊がご負担下さい。
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支出負担行為即支出決定決議書

●

４
１
鷺

Ａ
§
災

”
〃
■
Ｐ
■
巳
、
▽

・ 」 ．H

1

一

6 『色
〃Q

”

L_蝋一軍Xニユ週a街IUU1ザ』’

支出負担行為する．
支出負担行為担当官

確認する

支出決定する．
宮署支出宮

(代行“）

(端

課長補佐

整理番号 発議年月日 確認予定
年月 日

年度 負担官
区分

相殺請求番号
●

①

案件番号

0108571 1．12．10 ● 1．12．10 4 31 ⑮ 00

宮
ｂ
ｐ

管 03 裁』 珊 」 ｿT 図

会 “ ：計 00000 一倒篭舎計諺 ｡

部 毒 等 010 誠墹!〃丁 鈎
ざ 。 争

ザ

マ

争
い 項

＠ ｡

0 句
､

巳

● ●

● 4

●

○ ● ■
C ● ◆

010 蹴i聞裁判Br／
マ

●●

● ●

▲

目
■ ●

a

■ ■ b ● ●
● ◆ e G

◆

●

■

● 今 ､

,● .

p ■

●

●
旬

091010 斤賛，

目の紬 分 ←

一 口 巳
■

骨 ●

細
● ■

●

■

4

や ■F ● ■ ？: ：分 借』
穴

淫 及 ■
》 tキ霞

■
■
■
ｊ
ロ
画

a、

こ (f 三額以タ .）子-の州ﾛ． 金〃

債

主"

氏 名
又 小弐:：

。■9●

名 ‘､称":
■ ■

● ● ■ ● ●
令 争や■ 4 4 ■ ■ 4

･ Q ･ ･ ･ 0 ． ｡｡ p■

住
Ｂ
ａ
●

■

● ､所
． ： ． ：

◆ ● ■

金
融

，」、

一

』皿 爾面

Ｊ 髄． ・ 開．

店 鋪
､

預 闘丁室
恥＝屍･▽ 。

履牙測万り

000133582 ■■■■■■■
▼ －－

G ●

(株） 日の丸リムジン ｡
／ ､

糸泉郁港僅亦孜1－12－32 “ さ

〆ヴー

|■■■■■■■■・秒． ◆

や

■■■■■■■■■■邸“
ー 巳 デ

ー
＃｡

●

●

一画偲蚤番号 ■■■■■I， 金誘
I

D ､、 1.513.850＄ 工

外 ＃
凶
■
４
月
ｑ
、 ＃ ､名 ＄●

ロ

。グ

外街謬 ● ●
ノ

受入
及

■

･

●

○

◆●

受入科

年‘度
び :‐

目洛
｡ ｡ ◆ ■

D 8

爵
■
ｑ
■ 量 Xう U1 ・ 1用常 壷

へ

支上
‐
‐
国
■ 決定 重夕 U1 通糯砂

ｰ

支 払方， 猫
』
《
公 3振込 色 〆 支；過陽 期 1通常砂

‘一

）青 ア :範 額
●

円 最）冬表示 |未繍範額I 弓
分 任

B

宮
q

◆

分任官蕊理瀞号

揃 要 ＊ハイャ－利用雛(11月14弓”口

15日
／
の 16 頁 0｡ 18 弓） ◆

局 操 12 f と二 刊厩課。

工 ‘事
暑
●
６

■ ｡

仕謙 区分 a乙1｡ ノ丁賀寺
ー

勘定黍 ,日 （1肯刀ノ 1U』』UUUUUOUUノ了賀等
＝

勘定零 目（貸方） 020500000000未払金 匂 信

予算事項 001 敢尚裁判別の事務処理に必要な経賢
●

｡

L ● ，

●

主要懇
、
。
毎
句
ｌ
づ

げ
ｌ
や
つ
寺 ；卜別分類 5｡ 七.の1也の． 紐 ･張 ‘栓賀③

発議係
．．、－－ ド

陵 訳

種別 牛数
関連悉号 支払回数 略科目

．
．
｝ F
課税対象
表 示

イ

＆

驚主則斐払窯鯖
ガカ区分1 淵方反令易

04 等 003834
支払予定年月日 1.12319 6 ｢濡算予定年月日 I

庭 寵債務長
ロ
◇
ａ
f
ー 希

Ｌ
▲

為整査番
コ

ヲ 設定年度
国庫債務事項

岳



（別紙様式第32）

割振り簿（公務の運営上の事情による早出遅出勤務） （令和元年）

’
惠｢－

ロ
局課の長

勤務時

間管理
員処理

決裁
管理職
員印

割振りをする日 理由 区分 備考
’等

１
１

１
４
、 、

休憩時間
14:45～15:30

11月14日 大嘗宮の催のため 11:30～20:00
済

ー一

●
休憩時間
4:30～5：15

11月15日 大嘗宮の催のため 0:00～8:30 済
『

－ 二二

月
月
日から

日まで
班

月
月
日から

日まで
班

月
月
日から

日まで
班

月
月
日から

日まで
班

月 日から

月 日まで
班

月
月
日から

日まで
班

月
月
日から

日まで
班

月
月
日から

日まで
班

月
月
日から

日まで
班

所属

最高裁判所

氏名

中村 愼



(割振り簿（公務の運営上の事情による早出遅出勤務）の裏面）

（注）

1本割振り簿は，管理職員が作成する。

2 「割振りをする日」は， 当該早出遅出勤務を行わせる日又は期間を記載する。

3 「理由」は，早出遅出勤務をさせる理由を記載する（例：○○の業務のため，超過勤務による疲労蓄積防止のため）

4 「区分」は，勤務時間表に基づき割振り区分を記載する。

5 「管理職員印」は，本割振り簿を作成した管理職員が押印する。

6勤務時間管理員は，所要の確認等を行い， 「勤務時間管理員処理」柵に押印する。

7超過勤務を命じられて勤務をした後の勤務時間の割振りについて，管理職員が職員より早く退庁する等により職員の退庁時刻を直接把握することができな

い場合は，退庁時刻が○時以降のときは翌日の勤務時間等の区分は○班，○時以降のときは○班とするなどの条件付きの割振りを口頭で通知した上で，職員

は「備考」柵に超過勤務を命じられた日の退庁時刻及び翌日の勤務時間等の区分を記載する。管理職員は，翌日，速やかに割振り簿を作成し，決裁を受ける。

8早出遅出勤務の割振りを取り消す場合には，取り消す早出遅出勤務の「番号」 ， 「割振りをする日」及び「区分」を赤字で記載した上で， 「備考j欄に取

消しの旨を記載し，局諜の長等の決裁を受ける。

9勤務時間等総長通達記第3の3の定めによる割振り区分の指定がされている場合は， 当該早出遅出勤務を行わせた日又は期間の最終日の翌日以降について

は， 当該早出遅出勤の割振りの直前に割り振られていた割振り区分が指定がされるものとする。

【割振り区分】

勤務時間表

休憩時間短縮における勤務時間表

班 早出1 早出2 早出3 早出4 早出5 早出6 1 2 3 4 遅出1 遅出2 遅出3 遅出4 遅出5 遅出6

始業一終業
7:00－

15:30

7:15-

15:45

7:30－

16:00

7:45－

16:15

8:00－

16:30

8:15－

16:45

8:30－

17:00

8:45－

17:15

9:00－

17:30

9:15－

17:45

9:30－

18:00

9:45－

18:15

10:00－

18:30

10:15-

18:45

10:30－

19:00

10:45－

19:15

(休憩） (12:15-13:00)
(13:30-

14:15）

(13:45-

14:30)
(14:00-

14:45）

班 早出1A 早出2A 早出3A 早出4A 早出5A 早出6A 1A 2A 3A 4A 遅出1A 遅出2A 遅出3A 遅出4A 遅出5A 遅出6A

始業－終業
7:00－

15:15

7:15－

15:30

7g30－

15:45

7:45－

16:00

8:00－

16:15

8：15－

16:30

8:30－

16:45

8:45－

17:00

9:00-

17:15

9：15－

17:30

9:30－

17:45

9:45－

18:00

10:00-

18:15

10:15-

18:30

10:30－

18:45

10:45－

19:00

(休憩） (12:15-12:45)
(13:30-
14:00）

(13:45-

14:15）

(14:00-
14:30

班 早出18 早出2B 早出38 早出4B 早出5B 早出6B 1B 2B 3B 4B 遅出IB 遅出2B 遅出3B 遅出4B 遅出5B 遅出6B

始業一終業
7:00－

15:15

7:15－

15:30

7:30－

15:45

7:45－

16:00

8:00－

16:15

8:15-

16:30

8:30－

16:45

8:45－

17:00

9:00－

17:15

9:15－

17:30

9:30－

17:45

9:45－

18:00

10:00－

18:15

10:15－

18:30

10:30-

18:45

10:45－

19:00

(休憩） (12:30-13:00)
(13:45-
14:15）

(14:00-

14:30）

(14:15-
14:45）



(別紙様式第 32）

割振り簿（公務の運営上の事情による早出遅出勤務） （令和元年）
所属

最高裁判所事務総局秘書謀

氏名

火ノ川 忠

播号 割振りをする日 理由 区分
決裁

周躍の長
一

等

管理職

員印

勤務時
間管理
員処理

備考

11月15日 大嘗宮の儀のため 6:30～15:00 ’ I 演
休憩時間
12:00～12:45

月 日から

月 日まで 班

－

月 日から

月 日まで 班

月 日から

月 日まで
班

月 日から

月 日まで
班

月 日から

月 日まで
班

月 日から
月 日まで

班

月 日から

月 日まで
班

月 日から

月 日まで
班

月 日から
月 日まで

班

月 日から

月 日まで
班



一一

■－－

(割振り簿（公務の運営上の事情による早出遅出勤務）の裏面）

(注）

1 本割振り簿は，管理職員が作成する。

2 「割振りをする日」は， 当該早出遅出勤務を行わせる日又は期間を記戦する。

3 「理由」は，早出遅出勤務をさせる理由を記載する（例：○○の業務のため，超過勤務による疲労蓄積防止のため）

4 「区分」は，勤務時間表に基づき割振り区分を記載する。

5 「管理職員印」は，本割振り簿を作成した管理職員が押印する。

6勤務時間管理員は，所要の確認等を行い， 「勤務時間管理員処理」柵に押印する。

7超過勤務を命じられて勤務をした後の勤務時間の割振りについて，管理職員が職員より早く退庁する等により職員の退庁時亥ﾘを直接把握することができな

い場合は，退庁時刻が○時以降のときは翌日の勤務時間等の区分は○班，○時以降のときは○班とするなどの条件付きの割振りを口頭で通知した上で，職員
は「備考」欄に超過勤務を命じられた日の退庁時刻及び翌日の勤務時間等の区分を記載する。管理職員は，翌日，速やかに割振り簿を作成し，決裁を受ける。
8早出遅出勤務の割振りを取り消す場合には，取り消す早出遅出勤務の「番号』 ， 「割振りをする日」及び「区分」を赤字で記戦した上で， 「備考」欄に取
消しの旨を記載し，局課の長等の決裁を受ける。

9勤務時間等総長通達記第3の3の定めによる割振り区分の指定がされている場合は， 当該早出遅出勤務を行わせた日又は期間の最終日の翌日以降について
は，当該早出遅出勤の割振りの直前に割り振られていた割振り区分が指定がされるものとする。

【割振り区分】
錘B弄同寺

体覗間，"燕

班 早出1 早出2 早出3 早出4 早出5 早出6 1 2 3 4 遅出1 遅出2 遅出3 遅出4 遅出5 遅出6

始業-終業
7:00－

15:30

7:15－

15:45

7:30－

16:00

7:45－

16:15

8:00-

16:30

8:15－

16:45

8:30－

17:00

8:45－

17:15

9:00－

17:30

9:15－

17:45

9:30－

18:00

9:45－

18:15

10:00-

18:30

10:15-

18:45

10:30－

19:00

10:45－

19:15

(休憩） (12:15-13:00）
(13:30-

14:15）

(13:45-
14:30）

(14:00-
14:45）

班 早出1A 早出2A 早出3A 早出4A 早出5A 早出6A 1A 2A 3A 4A 遅出1A 遅出2A 遅出3A 遅出4A 遅出5A 遅出6A

始業一終業
7:00－

15:15

7:15－

15:30

7:30－

15:45

7:45－

16:00

8:00－

16:15

8:15-

16:30

8:30－

16:45

8:45－

17:00

9:00－

17:15

9:15－

17:30

9:30－

17:45

9:45－

18:00

10:00－

18:15

10:15－

18:30

10:30－

18:45

10:45－

19:00

(休憩） (12:15-12:45）
(13:30-
14:00）

(13:45-
14:15）

(14:00-
14:30

班 早出1B 早出2B 早出3B 早出4B 早出5B 早出6B IB 2B 3B 4B 遅出1B 遅出28 遅出3B 遅出4B 遅出5B 遅出6B

始業－終業
7:00－

15:15

7:15-

15:30

7:30－

15:45

7:45－

16:00

8:00-

16:15

8:15－

16:30

8:30－

16:45

8:45－

17:00

9:00－

17:15

9:15－

17:30

9:30－

17:45

9:45-

18:00

10:00－

18:15

10:15－

18:30

10:30－

18:45

10:45－

19:00

(休憩） (12:30-13:00）
(13:45-
14:15）

(14:00-

14:30）

(14:15-

14:45）



令和元年11月7日

最高裁判所事務総局人事局長殿
＄

最高裁判所事務総局秘書課長大須賀寛之

勤務時間等の割り振りについて

公務の運営上の事情により平成28年3月25日付け人能第285号事務総長通

達「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等について」記第3の

8(2)により下記のとおり早出勤務をさせる必要がありますので，承認してください。

記

1 早出勤務をさせる理由

大嘗宮の儀の参列者の事務補助のため

2対象職員及び勤務時間等

（1） 対象職員

秘書課参事官火ノ川 忠

（2） 勤務時間等

・ 早出勤務をさせる臼令和元年11月15日 （金）

勤 務 時 間午前6時30分から午後3時まで

（休憩時間午後零時から午後零時45分）

《

《



令和元年11月11日

Ｉ

最高裁判所事務総局秘書課長殿

最高裁判所事務総局人事局長堀田眞哉

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等の

割振りについて（通知）

11月7日付け上申に基づく標記の勤務時間等の割振りについては，承認しまし

硝
悩
巴
伊

《

た。

f

ル

《"



令和元年11月11日

最高裁判所事務総局人事局長殿

最高裁判所事務総局経理局長笠井之彦

勤務時間等の割振りについて（上申）

公務の運営上の事情により，平成28年3月SO日付け人能第357号人事局長

通達「最高裁判所に勤務する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務等

の運用について」において準用する平成28年3月25日付け人能第285号-事務

総長通達「裁半ll宮及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等について」記

第3の8(2)により下記のとおり早出勤務及び遅出勤務をさせる必要がありますので，

〔

承認してください。

記

早出勤務及び遅出勤務をさせる理由

大嘗祭に参列する最高裁判事等の送迎等のため

対象職員及び勤務時間等

1

2

《
、 別紙記載のとおり



(別紙）対象職員及び割り振る勤務時間等

《

､、～

番号 対象職員氏名 勤務時間等を割り振る日 勤務時間 休憩時間

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

粕谷昭

萩原義浩

白石敏和

金房秀紀

山崎哲志

岡崎崇英

松本庸一

納見裕

加藤伸治

角間常夫

豊田誠得

河野明信

大草守

三漁五郎

鈴木光彦

須田肇

●

令和元年11月15B(金）

◆

r

■

午前2時から

午前10時30分まで

6

旬 ■

午前6時30分から
午前7時15分まで

17 笹本武志
令和元年11月14B(木）

令和元年11月15B(金）

午後3時30分から
午後12時まで

午前零時から
午前8時30分まで

午後8時から
午後8時45分まで

午前3時15分から
午前4時まで

18 栗山
、
一

秀
.令和元年11月14日(木）

令和元年11月15日(金）

午後3時30分から
午後12時まで

午前零時から
午前8時30分まで

午後8時から

午後8時45分まで
午前3時15分から
午前4時まで



令和元年11月12日

最高裁判所事務総局経理局長殿

最高裁判所事務総局人事局長堀田 哉
＝

県

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等の

割振りについて（通知）
、！

！

11月11日付け上申に基づく標記の勤務時間等の割振りについては，承認しま、

した。

、

ノ

才



東京高裁人第4938号・

令和元年1 1月8日

最高裁判所事務総局人事局長殿

東京高等裁判所長'宮今崎幸彦

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等の

割振りについて

（平成28年3月25日付け人能第285号･に基づく上申）

標記の割振りについて，公務の運営上の事情により ，平成28年3月25日付け

最高裁人能第285号事務総長通達「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員

の勤務時間等について」 （以下「事務総長通達』 という。 ）第3の8(2)の定めに基

づき， 当庁に勤務ずる職員について，下記のとおり早出勤務をさせる必要がありま

すので，承認してください。

記

1 早出勤務をさせる理由

大嘗祭に参列する東京高等裁判所長官の送迎等のため

2対象職員及び勤務時間等

別紙記載のとおり

、

《



(別紙) 、対象職員及び割り振る勤務時間等

I

X

対象職員氏名 早出勤務をさせる日 勤務時間 休憩時間

橋本
一
典
皐 令和元年11月15B(金）

午前2時から
午前10時30分まで

午前6時30分から
午前7時15分まで



最高裁人能第1410号

（入る－11）

令和元年11月11日

東京高等裁判所長官殿

最高裁判所事務総局人事局長堀田眞哉

、
3

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の勤務時間等の

割振りについて（通知）

11月8日付け東京高裁人第4938号に基づく標記の勤務時間等の割振りにつ

ミ

いては，承認しました。

、‐

’



令和元年11月13日

経理局参事官殿

経理局用度課

用度課長

も小池仁

所属

官職

氏名

左

”

勺

勤務時間の割振りについて

下記1の職員は，大嘗祭に参列する最高裁判事等の送迎等業務に従事させる必要がある

ので，下記2のとおり勤務時間等を割り振ってください。

記

《

1対象職員

別紙記載のとおり

2勤務時間等

(1)､割振りをする日

- 別紙記載のとおり

(2)勤務時間

別紙記載のとおり

上記のとおり勤務時間を割り振る。

令和元年11月13日

●
経理局参事

、

＄



(別紙）対象職員及び割り振る勤務時間等

申
伊

。（律。（律J-7T命年1 1円J-7T命年1 1円I
J今7

！

I

番号 対象職員氏名 勤務時間等を割り振る日 勤務時間 休憩時間

1 粕谷昭

2 萩原義浩

3 白石敏和

4 金房秀紀

5 山崎哲志

6 岡崎崇英

7 松本庸 二3一

8 納見裕

9 加藤伸治

10 角間常夫

11 豊田誠得

12 河野明信

13 大草守

14 三浦五郎

15 鈴木光彦

16 須田肇

17 笹本武志
寺

令和元年11月14日(木）
ウ ●

令和元年11月15日(金)

午後3時30分から
午後12時まで
午前零時から
午前8時30分まで

午後8時から
午後8時45分まで
午前3時15分から
午前4時まで

18 栗山
▲秀

q ’

令和元年11月14日(木)

令和元年11月15日(金）

午後3時30分から
午後12時まで
午前零時から
午前8時30分まで

午後8時から
午後8時45分まで
午前3時15分から
午前4時まで



機密性2

（庶ろ－15-B)

令和元年8月19日

東京高等裁判所長官

東京地方裁判所長

東京家庭裁判所長

殿
殿
殿

最高裁判所事務総局総務局長村田斉志
』 9

I

拝啓時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

さて,来る10月22B (火・祝日）に即位礼正殿の儀が, 1 1月14H (木）

及び15日（金）に大嘗宮の儀が行われ，外国の要人等が多数来日することが予定

されています。

ついては，特に東京都に所在する裁判所において，上記及びその前後の期間に，

警察による警備が十分実施できない等して裁判の運営等に不都合が生じることがな

いよう，関係機関と十分に連携を図るとともに，裁判部及び事務局との間でもより

密に連携を図るようお願いいたします。

なお，簡易裁判所に対しては，東京地方裁判所長から連絡してください． O

敬具

E
、



鐸舎
一
吋

(別紙様式1）

タクシーチケット使用簿
チェッカーキャブ

平成31年度
課聿冨

考

秘

壁｣ E菫.罰壷1m 二玉臺厘隠悶蘓
交付

年月日
使用

年月日

葬嫡

降車

時刻
受領者 用務 使用

金額
受領

枚数
払出

枚数
使用者 経路 残枚数

ﾁｹｯﾄNo.

～
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Ｏ
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７
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’

、
０
ノ
、
、
ｌ
ノ
、
Ｉ
ノ
、
ｌ
〃
、
Ｉ
ｊ
Ｊ

注
注
注
注
庄

タクシーチケット使用簿は，各タクシー会社及び会計年度ごとに作成する。
備考欄には，使用の理由等を記載する。

乗車時刻’降車時刻、経路及び利用金額については, レシート及び使用者からの報告により記載する。
経路については，省庁名，町名，駅名， ビル名等により特定する。 ・

毎月初めに，未使用チケット’前月に使用したチケットの半券及び前月分の使用簿の写しを経理局用度課運輸係に提出し，検収を受ける。

１
２
３
４
５

廷，


